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１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
二
三
・
子
育
て
支
援
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
四
・
生

活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
秋
田
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
五
・
生

活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
六
・
建
築
住

宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
七
・
建
築
住
宅

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
28

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
二
十
三
号

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
規

則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
削
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
、
「
に
よ

り
、
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
に
よ
り
、
」
を
「
に
よ

り
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
六
号

を
加
え
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

二
　
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事

務
に
従
事
す
る
職
員
に
、
児
童
の
住
所
等
に
臨
検
さ
せ
、
又
は
児
童
を

捜
索
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
法
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

に
従
事
す
る
職
員
に
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
法
第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
状
の
請
求
を
す
る
こ

と
。

五
　
法
第
九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
状
を
児
童
の
福
祉
に
関

す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
に
交
付
す
る
こ
と
。

六
　
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
者
に
対
し
指
導
を
受
け
る

よ
う
勧
告
す
る
こ
と
。

七
　
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
一
条
と
し
て
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十

二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
児
童
虐
待
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
二
号
）
及

び
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
厚
生
労

働
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

本
則
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
臨
検
等
の
報
告
）

第
三
条

児
童
相
談
所
長
は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
臨
検
さ
せ
、
又

は
捜
索
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
身
分
を
証
明
す
る
証
票
）

第
四
条

法
第
八
条
の
二
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
証
票
は
、
様
式
第
一
号

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
九
条
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
証
票
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

３

法
第
九
条
の
二
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
証
票
は
、
様
式
第
三
号
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
九
条
の
六
に
規
定
す
る
証
票
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
様
式
）

第
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
知
等
に
係
る
様
式
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
相
談
所
へ
の
通
知
　
様
式

第
五
号

二
　
法
第
十
二
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
命
令
書
　
様
式
第
六
号

三
　
省
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
　
様
式
第
七
号
又
は
様
式
第

八
号

（
補
則
）

第
六
条

法
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
、
省
令
及

び
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

別
記
様
式
を
削
る
。

附
則
の
次
に
次
の
八
様
式
を
加
え
る
。

規
　
　
　
　
　
　
則
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号

秋
田
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

理
容
師
法
施
行
細
則

第
一
条
中
「
「
施
行
規
則
」
を
「
「
省
令
」
に
、
「
、
理
容
師
養
成
施
設

指
定
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
号
。
以
下
「
指
定
規
則
」
と
い

う
。
）
」
を
「
そ
の
他
の
法
に
基
づ
く
命
令
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
施
行
規
則
又
は
指
定
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
「
書
類

は
、
」
の
下
に
「
当
該
理
容
所
の
」
を
加
え
、
「
管
轄
す
る
」
を
「
所
管
す

る
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
施
行
規
則
、
指
定
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
「
書
類
」

の
下
に
「
の
様
式
」
を
加
え
、
同
条
の
表
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
第

二
号
の
項
中
「
施
行
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
同
表
指
定
規
則
第
九
条

の
項
を
削
り
、
同
表
規
則
第
二
条
の
項
中
「
規
則
」
を
削
り
、
「
様
式
第
六

号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
を
削
る
。

様
式
第
六
号
中
「
秋
田
県
　
　
保
健
所
長
」
を
「
秋
田
県
知
事
」
に
、

「
黒
」
を
「
黒
色
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
権
限
移
譲
対

象
事
務
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
及
び
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限

を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
秋
田
県
理
容
師
法
施
行
細
則
」
を
「
理

容
師
法
施
行
細
則
」
に
改
め
る
。

一
　
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
権
限
移
譲

対
象
事
務
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
七

十
五
号
）
第
二
条
の
表
第
三
号

二
　
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）
別
表
第
三
十
八
号
の
五

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
二
十
五
号

秋
田
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

美
容
師
法
施
行
細
則

第
一
条
中
「
「
施
行
規
則
」
を
「
「
省
令
」
に
、
「
、
美
容
師
養
成
施

設
指
定
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
八
号
。
以
下
「
指
定
規
則
」
と
い

う
。
）
」
を
「
そ
の
他
の
法
に
基
づ
く
命
令
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
施
行
規
則
又
は
指
定
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
「
書
類

は
、
」
の
下
に
「
当
該
美
容
所
の
」
を
加
え
、
「
管
轄
す
る
」
を
「
所
管
す

る
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
施
行
規
則
、
指
定
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
「
書
類
」

の
下
に
「
の
様
式
」
を
加
え
、
同
条
の
表
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
第

二
号
の
項
中
「
施
行
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
同
表
指
定
規
則
第
八
条

の
項
を
削
り
、
同
表
規
則
第
二
条
の
項
中
「
規
則
」
を
削
り
、
「
様
式
第
六

号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
を
削
る
。

様
式
第
六
号
中
「
秋
田
県
　
　
保
健
所
長
」
を
「
秋
田
県
知
事
」
に
、

「
黒
」
を
「
黒
色
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
権
限
移
譲
対

象
事
務
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
及
び
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限

を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
秋
田
県
美
容
師
法
施
行
細
則
」
を
「
美

容
師
法
施
行
細
則
」
に
改
め
る
。

一
　
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
権
限
移
譲

対
象
事
務
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
七

十
五
号
）
第
二
条
の
表
第
四
号

二
　
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）
別
表
第
四
十
号

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
二
十
六
号

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
確
認
申
請
書
等
の
添
付
図
書
）
」
に
改
め
、
同

条
中
「
（
以
下
「
確
認
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
建
築
基
準
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」

を
「
及
び
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
に
は
、
省

令
」
に
改
め
、
「
第
一
条
の
三
」
の
下
に
「
（
省
令
第
八
条
の
二
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

一
　
法
第
二
十
条
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
の
構
造
計
算
を
要
す
る
建
築

物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
適
用
調
書

（
様
式
第
四
号
）

第
三
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
及
び
第
五

号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に

第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
。
以
下

「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
（い）
項
（
省
令
第
八

条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
各
階
平

面
図
に
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一

項
第
一
号
の
用
途
地
域
（
工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域
を
除
く
。
）
に

工
場
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
建
築
物
の
用
途
区
分
並
び
に
原
動

機
及
び
機
械
の
位
置
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
様
式
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
□
項
及
び
■
項
の
（ろ）
欄
（
省
令

第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る

危
険
物
の
数
量
表
　
様
式
第
一
号

二
　
省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
□
項
及
び
□
項
の
（ろ）
欄
（
省
令

第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る

工
場
・
事
業
調
書
　
様
式
第
二
号

三
　
省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
□
項
の
（ろ）
欄
（
省
令
第
八
条
の

二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
既
存
不
適

格
調
書
　
様
式
第
三
号

第
三
条
の
二
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
の
表
手
数
料
条
例
別
表
一
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料
（
法

第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

確
認
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

秋
田
県
　
　
保
健
所
長
　
　
　
秋
田
県
知
事

黒
　
　
　
黒
色

秋
田
県
　
　
保
健
所
長
　
　
　
秋
田
県
知
事

黒
　
　
　
黒
色
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同
表
二
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
項
中
「
申
請
」
の
下
に
「
及
び
法
第
八

十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
」
を
加
え
、
「
及
び
同
表
二
の
項
」
を
「
並
び
に
同
表
三
の
項
及
び
四
の

項
」
に
改
め
、
第
四
条
第
一
項
の
表
手
数
料
条
例
別
表
一
の
項
に
規
定
す
る

手
数
料
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
の
表
手
数
料
条
例
別
表
四
十
五
の
項
及
び
四
十
六
の
項
に

規
定
す
る
手
数
料
の
項
中
「
別
表
四
十
五
の
項
及
び
四
十
六
の
項
」
を
「
別

表
四
十
九
の
項
及
び
五
十
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
表
手
数
料
条
例

別
表
四
十
七
の
項
及
び
四
十
八
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
項
中
「
別
表
四

十
七
の
項
及
び
四
十
八
の
項
」
を
「
別
表
五
十
一
の
項
及
び
五
十
二
の
項
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
手
数
料
減
免
申
請
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
五

号
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
に
建
築
主
等
」
の
下
に
「
、
建
築
主
等
の
代
理
者
」
を
、

「
建
築
主
等
変
更
届
出
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
六
号
）
」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
建
築
主
等
の
代
理
者
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は

変
更
後
の
代
理
者
の
権
限
を
証
す
る
書
類
、
工
事
監
理
者
に
変
更
が
あ
つ

た
場
合
で
変
更
後
の
工
事
監
理
者
が
建
築
士
で
あ
る
と
き
は
変
更
後
の
工

事
監
理
者
の
建
築
士
免
許
証
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
六
号
（
省

令
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、

「
工
事
監
理
（
工
事
施
工
）
状
況
調
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
七
号
）
」
を

加
え
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
十
四
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第

十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
別
記
様
式
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
日
と
し
」
及
び
「
日
と
す
る
。
」
を
「
日
」
に
改

め
、
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
の
許
可
の

申
請
）

第
十
四
条
の
二

法
第
四
十
八
条
第
十
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
用
途

地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
用
途
地
域
外
区
域
建
築
許
可
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

二
　
省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
（い）
項
及
び
（ろ）
項
に
掲
げ
る
図
書

三
　
方
位
及
び
恒
風
の
方
向
を
記
載
し
た
申
請
に
係
る
建
築
敷
地
の
周
囲

百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
分
布
状
況
並
び
に
そ
の
用
途
の
現
況
図

四
　
申
請
に
係
る
建
築
敷
地
の
周
囲
百
メ
ー
ト
ル
以
内
に
あ
る
土
地
及
び

建
築
物
の
所
有
権
者
又
は
借
地
権
者
及
び
借
家
権
者
の
住
所
及
び
氏
名

を
記
載
し
た
調
書

五
　
業
態
、
設
備
（
公
害
防
止
の
た
め
の
設
備
を
含
む
。
）
及
び
用
途
に

関
す
る
詳
細
な
書
類
（
危
険
物
の
貯
蔵
又
は
処
理
に
供
す
る
建
築
物
に

あ
つ
て
は
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
危
険
物
の
数
量
表
、
工
場

に
あ
つ
て
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
工
場
・
事
業
調
書
）

第
十
五
条
第
一
項
中
「
定
め
る
図
書
」
の
下
に
「
又
は
書
面
」
を
加
え
、

「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
（い）
項
（
し
尿
浄
化
槽
又
は
合
併
処
理
浄
化

槽
の
見
取
図
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
同
項
の
表
一
の
（い）
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
（と）
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二

の
□
項
の
（ろ）
欄
」
に
、
「
図
書
」
を
「
特
定
道
路
の
配
置
図
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
（三）
中
「
工
場
に
あ
つ
て
は
工
場
調
書
と
し
、
」
を
削
り
、
「
危
険

物
調
書
と
す
る
。
」
を
「
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
危
険
物
の
数
量

表
、
工
場
に
あ
つ
て
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
工
場
・
事
業
調
書
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
六
十
八
条
の
五
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
十
八

条
の
五
の
三
第
二
項
」
に
、
「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
（と）
項
及
び
（る）

項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
□
項
の
（ろ）
欄
に
掲
げ
る
特
定
道
路

の
配
置
図
並
び
に
同
表
の
□
項
及
び
□
項
の
（ろ）
欄
」
に
改
め
、
「
（
法
第
五

十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
あ
つ
て
は
、
同
表
一
の
（る）
項

に
掲
げ
る
図
書
を
除
く
。
）
並
び
に
制
限
斜
線
を
示
す
図
書
」
を
削
り
、
同

項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と

し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
あ
つ
て
は
、

省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
□
項
の
（ろ）
欄
に
掲
げ
る
特
定
道
路

の
配
置
図
及
び
同
表
の
□
項
の
（ろ）
欄
に
掲
げ
る
図
書

第
十
五
条
第
二
項
中
「
定
め
る
図
書
」
の
下
に
「
又
は
書
面
」
を
加
え
、

「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
（い）
項
（
し
尿
浄
化
槽
又
は
合
併
処
理
浄
化

槽
の
見
取
図
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
（ろ）
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
第

一
号
ロ
に
掲
げ
る
図
書
（
省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
□
項
の
（ろ）
欄

に
掲
げ
る
図
書
を
除
く
。
）
、
省
令
第
三
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

及
び
同
項
の
表
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
災
害
危
険
区
域
建
築
許
可
申

請
書
」
の
下
に
「
（
様
式
第
十
号
）
」
を
加
え
、
「
（
し
尿
浄
化
槽
又
は
合

併
処
理
浄
化
槽
の
見
取
図
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
定
め
る
図
書
」
の
下
に
「
又
は
書
面
」
を
加

え
、
「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
（い）
項
（
し
尿
浄
化
槽
又
は
合
併
処
理

浄
化
槽
の
見
取
図
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
第

四
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
同
項
の
表
一
の
（い）
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
第
六
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
法
第
六
十
八
条
の
五
の
四
第
一
項
」
を

「
第
六
十
八
条
の
四
又
は
法
第
六
十
八
条
の
五
の
五
第
一
項
」
に
、
「
第
一

条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
（と）
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
□

項
の
（ろ）
欄
」
に
、
「
図
書
」
を
「
特
定
道
路
の
配
置
図
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
第
六
十
八
条
の
五
の
四
第
二
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五
の
五
第

二
項
」
に
、
「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
（と）
項
及
び
（る）
項
」
を
「
第
一

条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
□
項
の
（ろ）
欄
」
に
、
「
図
書
並
び
に
制
限
斜
線
を

示
す
」
を
「
特
定
道
路
の
配
置
図
並
び
に
同
表
の
□
項
及
び
□
項
の
（ろ）
欄
に

掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
の
二
十
三
第
十
五
項
」
を

「
第
十
条
の
二
十
三
第
六
項
」
に
、
「
書
面
は
、
第
三
条
各
号
」
を
「
図
書

は
、
第
三
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
規
則
」
を
「
規
則
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
別
表
（一）
項
」
を
「
別
表
第
一
（一）
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
規

則
」
を
「
規
則
」
に
、
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

た
だ
し
書
及
び
算
式
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
一
の
敷
地
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
計
算
し
た

垂
直
積
雪
量
の
数
値
に
当
該
敷
地
に
お
け
る
局
所
的
地
形
要
因
に
よ
る
影

響
等
を
考
慮
し
て
知
事
が
認
め
る
数
値
が
同
表
に
定
め
る
垂
直
積
雪
量
の

数
値
に
満
た
な
い
場
合
は
、
当
該
知
事
が
認
め
る
数
値
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

ｄ
＝
αls

＋
βrs

＋
γ

こ
の
算
式
に
お
い
て
、
ｄ
、
α
、
β
、
γ
、
ls
及
び
rs
は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｄ
　
垂
直
積
雪
量
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

α
、
β
及
び
γ
　
別
表
第
二
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
に
応

じ
、
同
表
の
α
、
β
及
び
γ
の
欄
に
定
め
る
数
値

ls

一
の
敷
地
の
標
準
的
な
標
高
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

rs

一
の
敷
地
の
標
準
的
な
海
率
（
当
該
敷
地
が
存
す
る
別

表
第
二
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
敷
地
を
中

心
と
し
た
同
表
の
Ｒ
の
欄
に
定
め
る
半
径
の
円
の
面
積
に

対
す
る
当
該
円
内
の
海
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
面

積
の
割
合
を
い
う
。
）

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
書
類
の
経
由
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中

「
又
は
建
築
主
事
」
を
削
り
、
「
申
請
書
に
あ
つ
て
は
正
本
一
通
及
び
副
本

二
通
、
そ
の
他
の
書
類
に
あ
つ
て
は
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
と
し
」
を

「
法
又
は
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
に
、
「
管
轄
す
る
地
域
振
興
局
長

に
」
を
「
所
管
す
る
地
域
振
興
局
長
を
経
由
し
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。

２

法
、
省
令
又
は
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
に
提
出
す
る
書
類

手
数
料
条
例
別
表
二
の

項
に
規
定
す
る
手
数
料

知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合

二
分
の
一

の
額

ｄ
＝
α
ls＋
β
rs＋
γ
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は
、
当
該
建
築
物
等
、
道
路
の
敷
地
等
の
所
在
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興

局
に
置
く
建
築
主
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
書
類
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
書
類
の
通
数
は
、
正
本
一
通
及
び

副
本
二
通
と
す
る
。

一
　
省
令
第
十
条
の
四
第
一
項
の
申
請
書
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ

し
書
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
法
第
四
十
七
条

た
だ
し
書
、
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
及
び

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
五
十
六
条

の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
省
令
第
十
条
の
四
第
四
項
の
申
請
書
（
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

三
　
第
十
四
条
の
二
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
に
規
定
す
る
書
類

四
　
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
（
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書

（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許

可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
二
十
八
条
中
「
政
令
」
を
「
令
」
に
改
め
る
。

別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
）

別
記
様
式
を
様
式
第
八
号
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
七
様
式
を
加
え

る
。

区
　
　
　
　
　
域

一
　
能
代
市
、
大
館
市
、

鹿
角
市
、
北
秋
田
市
、

小
坂
町
、
上
小
阿
仁

村
、
藤
里
町
及
び
八
峰

町
の
区
域

二
　
男
鹿
市
、
由
利
本
荘

市
（
矢
島
町
荒
沢
、
矢

島
町
川
辺
、
矢
島
町
木

在
、
矢
島
町
坂
之
下
、

矢
島
町
城
内
、
矢
島
町

新
荘
、
矢
島
町
立
石
、

矢
島
町
舘
町
、
矢
島
町

田
中
町
、
矢
島
町
七
日

町
、
矢
島
町
元
町
、
矢

島
町
矢
島
町
、
東
由
利

α
〇
・
〇

〇
四
七

〇
・
〇

三
〇
八

β
〇
・
五

八一
・
八

八

γ
一
・
〇

一一
・
五

八

Ｒ
（
キ

ロ
メ
ー

ト
ル
）

四
〇

二
〇

老
方
、
東
由
利
蔵
、
東

由
利
黒
渕
、
東
由
利

宿
、
東
由
利
杉
森
、
東

由
利
田
代
、
東
由
利
舘

合
、
東
由
利
法
内
、
鳥

海
町
上
川
内
、
鳥
海
町

上
笹
子
、
鳥
海
町
上
直

根
、
鳥
海
町
栗
沢
、
鳥

海
町
小
川
、
鳥
海
町
才

之
神
、
鳥
海
町
猿
倉
、

鳥
海
町
下
川
内
、
鳥
海

町
下
笹
子
、
鳥
海
町
下

直
根
、
鳥
海
町
中
直

根
、
鳥
海
町
伏
見
及
び

鳥
海
町
百
宅
の
区
域
を

除
く
。
）
、
潟
上
市
、

に
か
ほ
市
、
三
種
町
、

五
城
目
町
、
八
郎
潟

町
、
井
川
町
及
び
大
潟

村
の
区
域

三
　
県
の
区
域
の
う
ち
秋

田
市
の
区
域
並
び
に
一

の
項
及
び
二
の
項
に
掲

げ
る
区
域
を
除
く
区
域

〇
・
〇

〇
五

一
・
〇

一

一
・
六

七

四
〇
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